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【区域の概要】 

 

Ⅰ 一般廃棄物処理計画区域の状況 

 
（令和７年３月３１日現在） 

区   分 令和７年度 

計画区域 

人 口 ３０，０５２  人 

世帯数 １２，５２９ 世帯 

面 積 １２５．１３ ｋ㎡ 
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【ごみ処理実施計画】 
 

Ⅱ 一般廃棄物の排出計画 
 
１ 一般廃棄物の区分 
 

〇 一般廃棄物とは、「産業廃棄物」以外の廃棄物。【廃掃法第２条第２項】 
〇 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、 

廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。【廃掃法施行令第２条】 
 
（１）市（佐賀県東部環境施設組合（以下「組合」という。)）で処分できるもの 
 

  区  分  廃棄物の内容  

燃えるごみ 

・ 一般家庭から排出される生ごみ、紙くず（新聞・チラシ、雑誌・雑が
み類、紙パック、段ボールを除く。）、木屑、廃プラスチック類（発
泡スチロール、白色トレイ、ペットボトル、容器包装プラスチックを
除く。）及びその他組合で認めるもの 

・ 事業活動に伴って排出される一般廃棄物で、一般家庭から排出される
ものの処理に支障のない質及び量のもの 

燃えないごみ 

・ 一般家庭から排出される金属類（空缶類、スプレー缶は除く。）、ガ
ラス類（空ビン類は除く。）、陶磁器類及びその他組合で認めるもの 

・ 事業活動に伴って排出される一般廃棄物で、一般家庭から排出される
ものの処理に支障のない質及び量のもの 

資源ごみ 

・ 一般家庭から排出される空缶、空ビン、スプレー缶、発泡スチロール、
白色トレイ、ペットボトル、容器包装プラスチック、新聞・チラシ、
雑誌・雑がみ類、紙パック、段ボール及びその他組合で認めるもの 

・ 事業活動に伴って排出される一般廃棄物で、一般家庭から排出される
ものの処理に支障のない質及び量のもの 

廃食用油 
・ 一般家庭から排出される植物性油  
・ 事業活動から排出される植物性油で、一般家庭から排出されるものの

処理に支障のない質及び量のもの 

有害ごみ 

・ 一般家庭から排出される蛍光管・電球、乾電池類、体温計、鏡及びそ
の他組合で認めるもの 

・ 事業活動に伴って排出される一般廃棄物で、一般家庭から排出される
ものの処理に支障のない質及び量のもの 

粗大ごみ 

・ 一般家庭から排出される家具類、家電品（特定家庭用機器廃棄物及び
パソコンを除く。）、寝具類及びその他組合で認めるもの 

・ 事業活動に伴って排出される一般廃棄物で、一般家庭から排出される
ものの処理に支障のない質及び量のもの 

動物の死骸 
・ 犬、猫及びこれらに類する小動物の死骸 

ただし、畜産業で排出される死骸（産業廃棄物）を除く 
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（２）市（佐賀県東部環境施設組合）で処分できないもの 【処理不適物】 
 

 

 

 区  分  廃棄物の内容  

処 理 困 難 物 廃タイヤ、ガスボンベ、バイク、消火器、中身の入っている缶（油缶、
塗料缶等）、ボウリングボール、その他組合で定めるもの 

排 出 禁 止 物 一般廃棄物のうち、再生資源の有効利用・利用促進を図るため、再生
利用の必要が認められるもの 

特別管理一般廃棄物 
(廃掃法施行令第１条) 

一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康又は生活
環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令
で定めるもの 

 産 業 廃 棄 物 
（廃掃法施行令第２条） 

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 

 

 
※ 市（組合）で処分できない処理困難物及び産業廃棄物については、排出者が自ら各品目の

販売店や取扱店または産業廃棄物処理許可事業者等に依頼して処理してもらう。 
※ 排出禁止物については、特定家庭用機器再商品化法やメーカー等で指定された再生の方法

に従って適正に処理しなければならない。 
※ 特別管理一般廃棄物については、排出者が品目に応じて国（環境大臣）の定める処分又は

再生の方法に従って適正に処理しなければならない。 
※ 産業廃棄物については、産業廃棄物の処理業者に依頼して適正に処理しなければならない。 

 
２ 一般廃棄物の計画処理量  

（単位：ｔ） 

区  分 
令和７年度 

搬入施設 
計 画 数 量 

燃えるごみ ６，７２８ 佐賀東部クリーンエコランド 

燃えないごみ ４６９ 

鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ 資源ごみ ４０６ 

粗大ごみ ２９９ 

合  計 ７，９０２  

  ※ 計画処理量（計画数量）については、収集搬入、一般持込み及び事業系持込みを含む。 
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３ 一般廃棄物の処理主体及び処理形態 
 

計画区域内（市内全域）から発生する一般廃棄物は、排出者が自ら処理・処分するか、又は
神埼市が委託する業者が収集・運搬し、組合が処理・処分を行う。 

平成２３年４月からは臨時ごみ業者委託制度が開始され、家庭から出る粗大ごみ等の運搬を
指定委託業者に委託できるようになった。 

令和５年４月からは資源物等のコンテナ等による収集方式に移行し、資源ごみ３種（ペット
ボトル、トレイ、空缶・空きビン）の指定ごみ袋を廃止した。 

なお、市（組合）で処理・処分できないもの（処理不適物）については、排出者が自ら処理・
処分を行う。 
 

【参考条文】廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条の２、第３条、第７条 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第２条第１項第１号 

 
（１）処理主体及び処理方法 
 

 

種類 収集・運搬の主体 
中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

家
庭
系
ご
み 

 

可燃ごみ 市（委託） 組合（委託） 焼却処理 組合（委託） 資源化 

不燃ごみ 市（委託） 組合（委託） 破砕・選別 組合（委託） 資源化 

粗大ごみ 市（委託） 組合（委託） 破砕・選別 組合（委託） 資源化 

資源ごみ 市（委託） 組合（委託） 選別・圧縮 組合（委託） 資源化 

有害ごみ 市（委託） 組合（委託） 選別・梱包 組合（委託） 資源化 

事業系ごみ 
・自己搬入（リサイ

クルプラザのみ） 
・許可業者 

市の処理施設に搬入されたごみは、ごみの種類ごと
に一般家庭のごみと同じ処理を行う。 
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４ 一般廃棄物の処理計画  
 
（１）ごみの排出抑制・再資源化計画 
 
ア 排出抑制の方法 

(ア)事業系一般廃棄物の減量化・資源化の促進 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条（事業者の責務）に基づき、ごみの減量化・資

源化を一層進めるよう指導を徹底し、次に掲げる施策を推進する。 
◆大量排出事業所に対するごみ減量化、ごみ資源化の推進・指導 
◆ごみ減量に関するマニュアル、又は処理計画の作成・実践の推進 
◆事業系一般廃棄物の適正な処理についての周知指導 

 
【参考条文】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
第３条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

しなければならない。 
２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減

量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物と
なった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難に
ならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正
な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物とな
った場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等
に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

 
(イ)排出抑制に関する市民・事業者に対する広報活動の実施 

◆市広報誌、地区回覧等による意識高揚のための広報活動の実施 
◆地区（行政区）、又は各種団体の要請に伴う広報活動の実施 

 
イ 再資源化の方法及び量 
(ア)資源ごみの再資源化の促進 
ａ 資源ごみを選別し再資源化を図る。また、粗大ごみについては、分解・破砕等により資

源物を選別し再資源化を図る。 
ｂ 空缶、空ビン、スプレー缶、廃食用油、発泡スチロール、白色トレイ、ペットボトル、

容器包装プラスチック、新聞・チラシ、雑誌・雑がみ類、紙パック、段ボール等について
は、資源ごみとして収集し、再資源化を図る。 
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（イ）資源ごみの計画数量 
（単位：ｔ） 

区分 
令和７年度 

計画数量 

紙類 

段ボール ５９ 

新聞・チラシ ８２ 

雑誌・その他 １４５ 

プラスチック類 

ペットボトル ６９ 

容器包装プラ ８ 

白色トレイ １ 

金属類 
スチール缶 １６ 

アルミ缶 １８ 

食用廃油 ７ 

ビン類 １１９ 

合計 ５２４ 

 
※ 集団回収を除く。 
※ 一般持込み及び事業系持込みを含む。 
※ 計画数量については、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」及び 

「脊振共同塵芥処理組合の中間処理実績資料」を参考に算出した。 
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(２)一般廃棄物の収集・運搬計画 
 

ア 収集・運搬量 
（単位：ｔ） 

区  分 収集・運搬 収集区域 
令和７年度 

計画数量 

家庭系ごみ 

委 託 

市内全域 

５，８０５ 

排  出  者 ５４９ 

事業系ごみ 排出事業者 
（許可業者） 市内全域 １，５４８ 

合   計 ７，９０２ 

 
※「家庭系ごみ」の「排出者」には臨時ごみ業者委託制度の利用分を含む。 
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イ 家庭系ごみ（市から業者に収集・運搬委託する分） 
 
 

区  分 
収 集 運 搬 の 方 法 

備考 
 

収集回数 収 集 形 態 

燃えるごみ 週２回 指定袋によるごみステーション収集方式 有料 

燃えないごみ 月１ 
～２回 指定袋による拠点収集方式 有料 

資源ごみ 月１ 
～２回 

コンテナ及びネットによる拠点収集方式 
ただし、新聞・チラシ、雑誌・雑がみ類、 

紙パック、段ボールについては紐でくくる 
無料 

廃食用油 
月１ 
～２回 ペットボトル等によるコンテナ等拠点収集方式 無料 

有害ごみ 月２回 
コンテナによる拠点収集方式 
小さなボタン電池等は透明又は半透明で中身が

見える袋（任意の袋）に入れる 
無料 

粗大ごみ 月１回 ステッカー貼付による戸別収集方式 有料 

 
ウ 動物の死骸 

 
 

区  分 
収 集 運 搬 の 方 法 

備考 
 

収集回数 収 集 形 態 

動物の死骸 － 排出者自らが焼却施設へ直接搬入 有料 

 
エ 事業系ごみ 

 
 

区  分 
収 集 運 搬 の 方 法 

備考 
 

収集回数 収 集 形 態 

事業系ごみ － 
事業者が鳥栖・三養基西部リサイクルプラザに直
接搬入するか、市が許可した一般廃棄物処理許可
業者に収集を依頼する。 

有料 

 
オ 一般廃棄物の処理業許可業者状況 
（ア）家庭系ごみの収集・運搬については、業者へ委託している。なお、平成２３年４月か

らは臨時粗大ごみ業者委託制度がスタートし、指定委託業者へ委託することができる。 
事業系ごみの収集・運搬業については、平成２１年度から組合構成市町は、許可を与

えている。なお、神埼市においては、平成３０年度から許可申請業者について更新時以
外は新規の許可を与えないとする。ただし、災害等特別な事情の場合は必要に応じ許可
を行うものとする。 
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（イ）一般廃棄物処理業許可業者の許可区域 

 許可業者名 許可区域 

１ 有限会社 三神清掃社 市内全域 

２ 佐賀環境整備株式会社 〃 

３ 有限会社 ミズキ環境 〃 

４ 有限会社 環境開発センター 〃 

５ 株式会社 諸富グリーン環境 〃 

６ 株式会社 西日本技研 〃 

７ 有限会社 坂井商店 〃 

８ 大坪産業株式会社 〃 

９ 有限会社 鍋島商事 〃 

１０ 有限会社 イデント 〃 

１１ 株式会社 佐賀クリーン環境 〃 

１２ 有限会社 アバクリーン 〃 

１３ 有限会社 野口商会 〃 

１４ 有限会社 石辰原料 〃 

１５ 有限会社 菖蒲商会 〃 

１６ 株式会社 Ｔ・Ｉ商会 〃 

１７ 有限会社 開成商事 〃 

１８ 佐賀衛研株式会社 〃 

１９ 有限会社 サンエイ 〃 

２０ 株式会社 佐賀パッキン 〃 

２１ 有限会社 光陽商会 〃 

２２ ミドリ環境保全株式会社 〃 

２３ 有限会社 ミヤキメンテナンス 〃 

２４ 有限会社 鳥栖環境開発綜合センター 〃 

２５ 有限会社 ウラカワ 〃 

２６ 有限会社 佐賀資源開発 〃 

２７ ㈱大島産業 〃 

２８ 株式会社 トワード 〃 

２９ 大石商会    〃 

３０ 株式会社 イワフチ 〃 

３１ 株式会社 三協環境開発 〃 

３２ 株式会社 新興エコ 〃 

３３ 西技工業株式会社 〃 

３４ 福岡県産業廃棄物処理事業協同組合 〃 
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カ 家庭からの臨時的な粗大ごみ処理のための指定委託業者 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(３)一般廃棄物の中間処理計画 
 
ア 可燃ごみ処理施設の概要 

施 設 名 佐賀東部クリーンエコランド 

区  分 エネルギー回収型廃棄物処理施設 

所 在 地 鳥栖市真木町３９番地１ 

供用開始 令和６年４月１日 

公称能力 １７２ｔ／日（８６ｔ／２炉） 

焼却炉形式 ストーカ炉（全連続燃焼式焼却炉） 

発電能力 定格３，８００ｋＷ 

敷地面積 １６，２７９.５８㎡ 

建築面積 ５，３６０.４５㎡ 

延床面積 １１，０２５.２４㎡ 

 
 

イ 不燃ごみ・資源物・粗大ごみ処理施設の概要 
施 設 名 鳥栖・三養基西部リサイクルプラザ 

所 在 地 三養基郡みやき町大字簑原４４３２ 

供用開始 平成１６年３月 

公称能力 ４７．０ｔ／５ｈ 

処理方式 

粗大ごみ、不燃ごみ 低速２軸式破砕＋高速回転式破砕＋機械選別 

缶類 機械選別＋圧縮成型 

ペットボトル、 
その他プラスチック類 手選別＋圧縮梱包 

びん類 手選別 

紙類 圧縮成型 

白色トレイ、食用廃油、
乾電池、蛍光灯、電球、
水銀体温計 

保管 

 

 委託業者名 備     考 

１ ㈱大島産業  

２ ㈲ミズキ環境  

３ ㈲環境開発センター  



 

- 11 - 

(４)一般廃棄物の最終処分計画 
 
ア 焼却灰の処理内訳（佐賀県東部環境施設組合処理） 

区分 
UBE三菱セメン
ト株式会社  

UBE三菱セメン
ト株式会社  

UBE三菱セメン
ト株式会社  

太平洋セメント
株式会社  

処理地 
福岡県北九州市 
八幡西区 
洞南町1-1 

福岡県京都郡 
苅田町 
長浜町7番地 

山口県宇部市 
大字小串 
1978番地7 

大分県津久見市 
合ノ元町2-1 

焼却灰 
処理量(㌧／年) 

１，８００㌧ １，２００㌧ ５０㌧ １，８００㌧ 

※ 組合で発生した焼却灰は、UBE三菱セメント株式会社及び太平洋セメント株式会社にて、セ
メントの原料となっている。 

 
 

イ 飛灰の処理内訳（佐賀県東部環境施設組合処理） 

区分 三池製錬株式会社 太平洋セメント株式会社 

処理地 福岡県大牟田市新開町２－１ 大分県津久見市合ノ元町2-1 

焼却飛灰 
処理量(㌧／年) 

４６０㌧ ９２０㌧ 

※ 組合で発生した焼却飛灰は、三池精練株式会社で焼成処理され、亜鉛、銅、鉛等が回収
されている。また、太平洋セメント株式会社ではセメントの原料となっている。 



 

- 12 - 

【生活排水処理実施計画】 
 
 
Ⅲ 一般廃棄物の排出計画 
 
 
１ 一般廃棄物の区分 
 
(１)市（三神地区環境事務組合）で処分できるもの 
 

 

区   分 廃棄物の内容 

 

し 尿 
 家庭から排出されるし尿で収集が必要なもの 
 事業活動に伴って排出されるし尿で収集が必要なもののうち、 
計画収集が可能なもの 

浄化槽汚泥 
 家庭から排出される浄化槽汚泥で収集が必要なもの 
 事業活動に伴って排出される浄化槽汚泥で収集が必要なもの 
のうち、計画収集が可能なもの 

 
 
２ 一般廃棄物の計画処理量  
 

区  分 
令和７年度 

搬入施設等 
計画人数 

し    尿 １，５５５ 人 
三神地区汚泥再生処理センター 

浄化槽汚泥 １３，２２６ 人 
自 家 処 理 ０ 人  
合  計 １４，７８１ 人  

※ 公共下水道の普及に伴い処理量はし尿、浄化槽汚泥ともに減少傾向にある。 
※ 平成１４年度から三神地区環境事務組合の三神地区汚泥再生処理センターで処理している。 

 
 
３ 一般廃棄物の排出抑制計画  
 

し尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」という。)の排出抑制については、公共下水道事業・
農業集落排水事業計画に基づき整備を進めるとともに、加入の促進を図る。 

 
 
４ 一般廃棄物の適正処理  
 

自ら処分しないし尿等については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に処理するように指
導する。また、自ら処分するし尿等については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１７
条（ふん尿の使用方法の制限）並びに同施行規則第１３条（ふん尿の使用方法）に基づき、
適正に処分をするよう取り組む。 
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５ 一般廃棄物の収集・運搬及び処分  
 
(１)収集 
  

 区  分 収集主体 収集区域 収集回数 収集方法  

し  尿 
許可業者 市内全域 排出者の汲取り 

依頼により収集 

バキューム式収集 
運搬車による戸別 
方式 浄化槽汚泥 

自家処理 排 出 者 － － － 
 
 
(２)運搬 
 

 区  分 運搬主体 運搬区域 運搬先 運搬方法  

  し  尿 
許可業者 市内全域 

三神地区環境事務組合 
（三神地区汚泥再生
処理センター） 

バキューム式収集 
運搬車による   浄化槽汚泥 

 
 
(３)中間処理 
 

 区  分 処理主体 処理方法  

  し  尿 
三神地区環境事務組合 

（三神地区汚泥再生処理センター) 
膜分離高負荷脱窒素処理 

＋ 高度処理   浄化槽汚泥 

  自家処理 排 出 者 － 
 
 
(４)最終処分 
 

 区  分 処分主体  処分方法  

  し  尿 
三神地区環境事務組合 

(三神地区汚泥再生処理センター) コンポスト設備 
  浄化槽汚泥 

  自家処理 排 出 者 － 

※ 三神地区環境事務組合は、神埼市、佐賀市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、基山町 
の６市町で構成している。 

※ 三神地区環境事務組合の三神地区汚泥再生処理センターで最終処分している。 
※ 最終処分方法については、資源循環型社会を目指し、施設内で発生する汚泥を発酵して堆

肥化する施設を導入している。 
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６ 一般廃棄物の収集・運搬及び処分の状況  
 

(１)収集の状況 
近年のし尿及び浄化槽汚泥の総排出量が安定していることと平成２０年度までの収集状況

「１日当たりの収集量、搬入回数」、「収集車１台当たりの搬入量」等を基に考慮したときに、
現行の収集形態で十分賄える状況にあることから、し尿収集業務については、許可業者３社に
よるし尿収集運搬を計画実施する。 

また、脊振地区のし尿貯留槽は施設の老朽化が激しかったので、平成２０年度をもって撤去
した。なお、現在は許可業者が独自でし尿貯留槽を設け、汲取り申込による計画収集に努める。 

 
(２)許可業者の許可区域 

従来からの業者による自主的な地区割りを尊重し、これを許可範囲とする。 
ただし、許可業者に何らかの事情又は市長が必要と認めた場合は、市の許可を受けた他の業

者に緊急的に作業の指示を行う。 
 

市の区域 許可業者名 許可区域 

神 埼 町 

（有）三神清掃社 
神埼市神埼町の全域 

（業者の自主的地区割の範囲） 

環整工業（有） 
神埼市神埼町の全域 

（業者の自主的地区割の範囲） 

千 代 田 町 （有）蓮池衛研工業 神埼市千代田町の全域 

脊 振 町 環整工業（有） 神埼市脊振町の全域 

 
(３)許可に係る収集手数料 

し尿・浄化槽汚泥の収集手数料（汲取り料）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び神
埼市一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づき許可権者（神埼市長）と許可業者
が協議し定める下記の金額とする。 

 
市の区域 許可業者名 収集手数料 

神 埼 町 （有）三神清掃社 ・ 環整工業（有） １１．55 円/ℓ 

千 代 田 町 （有）蓮池衛研工業 １１．55 円/ℓ 

脊 振 町 環整工業（有） １１．55 円/ℓ 

 
 

(４)運搬の状況 
し尿の運搬については全量、三神地区汚泥再生処理センターへの許可業者により 

運搬を実施する。 
 (単位：円/ℓ) 

市の区域 許可業者名 収集料 陸送受益者 受益者合計 

神埼町 （有）三神清掃社・環整工業（有） 11.55 0.73 12.28 

千代田町 （有）蓮池衛研工業 11.55 0 11.55 

脊振町 環整工業（有） 11.55 0.73 12.28 
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(５)中間処理の状況 

し尿の中間処理については、三神地区環境事務組合と同一歩調をとり処理を行っている。 
 

(６)最終処分の状況 
し尿の最終処分については、三神地区環境事務組合と同一歩調をとり処分を行っている。 

 
 

７ し尿処理関連施設等の概要 
 

（１）陸上処理施設の概要 
 

 
施 設 名 三神地区環境事務組合 三神地区汚泥再生処理センター 

所 在 地 神埼市千代田町栁島１２９０番地 

供用開始 平成１４年４月 

敷地面積 約２１，０００㎡ 

建築面積 
処理棟 ２，５３２㎡ 

管理棟 ４７１㎡ 

延床面積 
処理棟 ５，５５１㎡ 

管理棟 ８８１㎡ 

処理方式 
水処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理＋高度処理 

資源化方式 堆肥化 

処理能力 
１３９kL/日 
（し尿：４０kL/日、浄化槽汚泥：８３kL/日、農業集落排水汚泥１６kL/日） 

放 流 先 鯰江川 

 


